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　困ったときは・・・


◆菊川市消費生活センター（市役所商工観光課内） ☎３５-０９３７


◆菊川警察署 ☎３６-０１１０　◆地域包括支援ｾﾝﾀｰ ☎３７-１１２０








　　数年前の契約に関する督促状


クレジットカード会社から手紙が届いた。内容を確認すると、


４年前の契約の未払い金 約30万円の督促状であった。


最近、物忘れがひどくなってきていて、何の契約だったのか思い出せない。以前、布団や掃除機などを購入したことはあるが…。書類には、「このまま放置すると、法定手続きを開始する」と書かれている。どうしたらよいか？


　　　　　　　　　　　　　　　　（80代　女性からの相談）
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　　　　　　　●今回の相談は、まず「いつ、なんの契約」だったのかをクレジットカード


　　　　　　　　会社に問合せることから開始しました。


　　　　　　　　相手の言うがままに支払うのは危険です！自分が払うべきものなのか


　　　　　　　　確認し、納得したうえで支払いましょう。


　　　　　　　●相談者は断れない性格、これまでに様々なものを訪問販売で購入して


　　　　　　　　いて、押入れは未使用の商品であふれていました。


　　●販売方法や営業トークに不当な行為があれば、契約日から５年間は「契約の取消」が


　　　できる場合があります。契約書類などは重要な証拠となりますので、５年間は大切に


　　　保管しましょう。�
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高齢者や障がい者の方々、そのご家族の方々に情報提供・注意喚起をお願いします。


何かあったときには、消費生活センター、地域包括支援センターまたは、福祉課のいずれかに連絡をください。


菊川市高齢消費者・障がい者「見守りネット」へのご協力をお願いします。





高齢消費者・障がい消費者を見守ろう！


消費者被害緊急情報 をお届けします








